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INFORMATION～まちからのお知らせ～

平成29年度　陸上自衛隊高等工科学校生徒募集案内

自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

募 集 項 目 陸上自衛隊高等工科学校生徒

応 募 資 格
15歳以上17歳未満の男子（中卒または中学卒業見込含）
（年齢基準：平成30年４月１日現在）

募 集 人 員 約260人

受 付 期 間 平成29年11月１日（水）～ 平成30年１月９日（火）　

試 験 期 日 １次：平成30年１月20日（土）　　２次：平成30年２月３日（土）

受 験 会 場
１次試験 ： 南相馬市労働福祉会館
２次試験 ： 陸上自衛隊郡山駐屯地

試 験 内 容

１次：筆記試験（国語、社会、数学、理科、英語）
　　　択一式・マークシート（内容は中学校卒業程度）
　　　作文（500字程度）
２次：口述試験および身体検査

合格通知時期 １次 ：平成30年１月26日（金）　　最終：平成30年２月16日（金）

入 校 時 期 平成30年４月上旬

受 験 案 内 自衛隊相双地域事務所で配布しています。

●申込み・問い合わせ先　自衛隊福島地方協力本部　相双地域事務所  

　　　　　　　　　　　　〒975-0033　南相馬市原町区高見町１丁目142-2  

　　　　　　　　　　　　☎・0244-23-4712

テレビに関する無償支援について

　地上デジタル放送の映りが悪くてお困りの方は、

「デジサポ福島」の無償支援を受けることができま

す。お気軽に相談受付ダイヤルまでご連絡ください。

[相談事例]

 テレビが映らない。映りが悪い。

 特定の放送局が映らない。季節によってテレビの

映りが悪くなる。

 帰還してみたらアンテナが壊れたり劣化していて

困っている。

[支援事例]

 アンテナやケーブル、ブースターなどの点検

 壊れた(劣化した)アンテナ、ケーブル、ブースター

などの改修

個別アンテナの新設工事

共同アンテナの新設・加入工事 

[支援条件]

 東日本震災時に原発避難区域にお住いだった方 

(被災証明・罹災証明)

 ＮＨＫ放送受信契約者、または今後受信契約を結

ばれる方

※ 支援の対象は地上デジタル放送のみです。ＢＳ・

ＣＳ放送は対象になりません。

【相談受付・支援申込先】

デジサポ福島 (総務省　福島原発避難区域テレビ

受信者支援センター )

☎0570-007-401

(ＩＰ電話・ＰＨＳからは☎024-525-8220)

受付時間　 午前９時～午後６時

 (土日祝日・年末年始休日を除く)

〒960-8031 福島市栄町10-21 福島栄町ビル７階

Ｗｅｂサイト

https://www.digisuppo-fukushima.jp/

農業後継者の修学を支援  ～就農５年で奨学金返還の債務を免除～

　広野町の農業振興と農業後継者を確保するため、

その修学に必要な資金（奨学金）を貸付けし、農

業経営の安定と優れた農業担い手の育成を図るこ

とを目的に、広野町農業次世代人材育成奨学金貸

付条例を制定しました。

　申請受付は、平成30年４月２日からですが、こ

の申請に関する詳細は、産業振興課までお問い合

わせください。

広野町農業次世代人材育成奨学金貸付条例の概要

 問 産業振興課　☎0240-27-4163

施 行 期 日 平成30年４月１日

貸 付 対 象

条　　　　件　（①～④のいずれにも該当する者）

①広野町に住所を有する者の子弟で、高等学校または農業関係の大学などに進学した者
②将来、広野町で就農し、農業専業農家になろうとする者
③心身ともに健康で、将来、農業経営者または補助者としてふさわしい資質を有する者
④ 広野町ならびに国、県または他の団体から同種類の奨学金の貸与または給与を受けていな
い者

対 象 学 種 高等学校 大学等
福島県農業総合センター
農業短期大学校または
道府県農業大学校等

貸 付 金 額 月額　10,000円 月額　40,000円 月額　15,000円

貸 付 方 法 四半期ごとに年４回

返 還 方 法 卒業の月の１年後から10年以内に貸付けを受けた奨学金の全額を半年賦で返還

返 還 利 息 無　利　息

返 還 猶 予

条　　　　　件 年　数

(１)就農したとき ５　年

(２) 農業以外の職に就いたとき、その他特別の事由があると認め
られたとき。

　　・ 就農に必要な専門知識および技術取得などを目的に就学
または農業以外の職に就いたとき。

　　・ 就農を目的に公的施設または海外などで研修を受けるとき。
　　・ その他特別な事由の全てが就農目的であると認められるとき。

３　年

返 還 免 除

条　　　　　件 内　容

　就農から引き続き５年間農業に基幹的に従事したとき、若しく
は農業経営の補助者として従事したとき。

奨学金返還の債務を免除

返還金減免

条　　　　　件 内　容

(１)本人が死亡したとき。 全　額

(２) 就農後５年以内に農業以外の職に就いたとき。
　　【例】  大学４年間の間、奨学金を借り受けた者が、就農後３年

で農業以外の職に就いた場合の減免額と返還金
　　　　  月額 40,000円×４年間の月数 48月

＝1,920,000円（借受額）
　　　　  就農月数 36月 ÷ 60月 × 借受額 1,920,000円
　　　　 ＝1,152,000円（減免額）⇒ 返還金は、768,000円

一　部

(３) 災害その他特別の事由により返還が困難と認められるとき。 一部または全額


